
横浜市障害者グループホーム運営費補助要綱 

 

制定 令和３年３月10日 健障サ第3980号（局長決裁） 

最近改正 令和５年４月１日 健障サ第2942号（局長決裁） 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、障害者グループホームの運営に要する経費に対し、予算の範囲内

において行う補助金の交付について、横浜市補助金等の交付に関する規則（平成17年

11月横浜市規則第139号。以下「補助金規則」という。）、社会福祉法（昭和35年法

律第45号）第58条及び社会福祉法人の助成に関する条例（昭和35年７月横浜市条例第

15号）に定めるもののほか、この要綱の定めによるものとする。 

 

 （用語の定義） 

第２条 この要綱における用語の定義は、補助金規則の例による。 

 

 （補助事業者の範囲） 

第３条 この要綱における補助事業者は、横浜市障害者グループホーム設置運営要綱

（以下「設置運営要綱」という。）第６条第１項に定める設置承認を受けている障害

者グループホームを運営するものとする。 

 

 （補助対象経費及び補助金額） 

第４条 補助事業者への補助額の算定方法及び補助対象となる経費は、次の各号に定め

るとおりとする。 

 (1) 設置運営要綱第３条第１項第１号から第４号に定める障害者グループホームに

ついては、別表１の定めによる。 

 (2) 設置運営要綱第３条第１項第５号に定める障害者グループホームについては、

別表２の定めによる。 

２ 別表２に定める運営基本費において「介助加算」の対象とされる入居者は、運営委

員会が設置運営する障害者グループホーム入居者のうち、次の各号のいずれかに該当

する者とする。 

 (1) 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害者福祉法施行規則（昭和

25年厚生省令第15号）別表第５号身体障害者障害程度等級表（以下「等級表」と

いう｡）に定める１級又は２級に該当する障害を有するもの 

 (2) 児童相談所又は障害者更生相談所において知能指数が35以下と判定されたもの 

 (3) 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、等級表に定める３級に該当する障

害を有し、かつ、児童相談所又は障害者更生相談所において知能指数が50以下と

判定されたもの 



 (4) 前各号に該当しない者で、別表３の合計が10点以上（ただし平成26年3月31日以

前に、次項第１号に定める認定依頼を行った者については別表４の合計が８点以

上）に該当する状態（以下「行動障害」という。）にあるもの 

３ 前項第４号に定める行動障害の認定は、次の各号により行うものとする。 

 (1) 補助事業者は、該当する入居者の居住地を管轄する区の福祉保健センター長（以

下「福祉保健センター長」という。）に対し、障害者グループホーム入居者行動

障害認定依頼書（第１号様式）を提出し、認定を依頼する。 

 (2) 福祉保健センター長は、行動障害に該当するか否かを認定して、障害者グルー

プホーム入居者行動障害認定通知書（第２号様式）により、補助事業者に通知す

るとともに、健康福祉局長に報告する。 

 (3) 前号の認定の効力は原則として障害支援区分の有効期間又は障害支援区分認定

を受けていない場合は３年間継続するものとする。ただし、効力を失った後の再

認定は妨げない。 

４ 別表２に定める体験入居費において「介助型」の単価が適用される入居者は、第２

項各号のいずれかに該当する者とする。 

 

 （交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が定める

期日までに、障害者グループホーム運営費補助金交付申請書（第３号様式）に、次項

で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 障害者グループホーム運営費補助金交付申請書（第３号様式）に添える書類は、次

のとおりとする。 

 (1) 障害者グループホーム運営費補助金交付申請書総括表（第４号様式）（複数の

障害者グループホームについて申請する場合に限る。） 

 (2) 運営計画書（第５号様式）（サテライト型住居は、運営計画書（サテライト）

（第５号様式の２）） 

 (3) 収支予算書（第６号様式） 

 (4) 直近の決算書及び財産目録その他税務申告書一式 

 (5) 建物の賃貸借契約書の写し（建物借上補助を申請する場合に限る。） 

 (6) その他市長が必要と認める書類 

３ 第４条第１項第２号に規定する補助金の交付は、社会福祉法人横浜市社会福祉協議

会補助金交付要綱に基づき、社会福祉法人横浜市社会福祉協議会（以下「市社協」と

いう。）を通じて行う。 

 

 （交付決定） 

第６条 市長は、第５条第１項の障害者グループホーム運営費補助金交付申請書を受理

したときは、その内容について審査及び必要に応じて現地調査を行い、補助事業の目



的及び内容を適正と認めた場合には、障害者グループホーム運営費補助金交付決定通

知書（第７号様式）により通知するものとする。 

２ 前項において、交付申請の内容の一部が適正ではないと認められる場合には、減額

して交付を決定することができる。 

３ 市長は、第１項の調査の結果により、補助金の全部を交付しないことと決定したと

きは、申請者に対し、障害者グループホーム運営費補助金不交付決定通知書（第８号

様式）により通知するものとする。 

 

 （交付の条件） 

第７条 市長は、前条第１項の交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付す

るものとする。 

 (1) 申請者は、補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに、市長に報告し、

その指示を受けなければならない。 

 (2) 申請者は、当該申請以前に第６条第１項に基づく補助金の交付決定を受けたこ

とがある場合は、補助金の交付の決定に係る市の会計年度が終了していないとき

を除き、その補助事業に係る第14条第１項の報告を完了していなければならない。 

 (3) 申請者は、補助事業を中止又は廃止する場合においては、あらかじめ市長の承

認を受けなければならない。 

 

 （変更の申請） 

第８条 申請者は、第５条第１項で申請した事項の変更をしようとするときは、あらか

じめ障害者グループホーム運営費補助金交付額変更承認申請書（第９号様式）に、障

害者グループホーム運営費補助金交付決定通知書の写し及び変更する事項に係る書

類を添えて、市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。 

 

 （変更の承認通知） 

第９条 市長は、前条の申請を適当であると認めたときは、障害者グループホーム運営

費補助金交付額変更承認通知書（第10号様式）により、申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の承認をする場合において、第７条第１項第１号及び第３号に定める

条件を付するものとする。 

３ 市長は、前条の申請内容を調査した結果、変更を承認しないことと決定したときは、

障害者グループホーム運営費補助金交付額変更不承認通知書（第11号様式）により、

申請者に通知するものとする。 

 

 （申請の取下げ） 

第10条 申請者は、第６条第１項の障害者グループホーム運営費補助金交付決定通知書

の交付を受けた場合において、当該決定通知書に係る補助金の交付の決定の内容又は



これに付された条件に不服があるときは、当該決定通知書の交付を受けた日の翌日か

ら起算して30日以内に、障害者グループホーム運営費補助金交付申請取下げ書（第12

号様式）に、当該決定通知書の写しを添えて提出することにより、申請の取下げをす

ることができる。ただし、当該補助金の交付の決定に係る市の会計年度が終了したと

きは、取り下げることができない。 

 

 （補助事業の遂行） 

第11条 補助事業者は、法令の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付され

た条件その他市長の指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなけれ

ばならない。 

２ 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。 

 

 （状況報告） 

第12条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業の遂行の状況に関し、補助事業

者から報告を求めることができる。 

 

 （補助事業の遂行等の指示） 

第13条 市長は、補助事業者が提出した報告等により、その者の補助事業が補助金の交

付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、そ

の者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを指示するものとする。 

２ 市長は、補助事業者が前項の規定による指示に従わないときは、その者に対し、当

該補助事業の遂行の一時停止を指示するものとする。 

３ 市社協は、第４条第１項第２号に規定する補助事業の遂行について、市と協議のう

え必要な指導を行うものとする。なお、この要綱に定めるもののほか、補助事業の実

施に必要な事項は市社協が別に定める。 

 

 （実績報告） 

第14条 補助事業者は、補助金の交付の決定に係る市の会計年度が終了したとき又は補

助事業が完了したとき（補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに、

障害者グループホーム運営費補助金実績報告書（第13号様式）に、次項で定める書類

を添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 障害者グループホーム運営費補助金実績報告書（第13号様式）に添える書類は、次

のとおりとする。 

(1) 障害者グループホーム運営費補助金実績報告書総括表（第14号様式）（複数の

障害者グループホームについて報告する場合に限る。） 

(2) 運営状況報告書（第15号様式）（サテライト型住居は、運営状況報告書（サテ

ライト）（第15号様式の２）） 



(3) 収支決算書（第16号様式） 

(4) 当該収支計算に係る支出を証する書類その他証憑書類（人件費を証する書類は、

賃金台帳の写し又はこれに類するものとする。） 

(5) この要綱に基づく補助金以外の補助金等（補助金、助成金及び交付金をいう。）

の交付を受けている場合は、当該補助金等の決定通知書など交付額及び交付内容

がわかる書類 

(6) 合計残高試算表その他これに類するもの 

(7) 障害者グループホーム運営費補助金交付決定通知書の写し 

(8) 障害者グループホーム運営費補助金交付額変更承認通知書の写し（第９条第１

項の障害者グループホーム運営費補助金交付額変更承認通知書の交付を受けた場

合に限る。） 

(9) その他市長が必要と認める書類 

 

 （補助金の額の確定） 

第15条 市長は、前条第１項の規定による報告を受けた場合において、実績報告書等の

書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果

が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適

合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、障害者グループホーム運営

費補助金交付額確定通知書（第17号様式）により、当該補助事業者に通知するものと

する。 

 

 （是正のための措置） 

第16条 市長は、第14条第１項の規定による報告を受けた場合において、その報告に係

る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しない

と認めるときは、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対

して指示するものとする。 

 

 （交付の時期） 

第17条 補助金は、第15条の規定により確定した額を補助事業が完了した後に交付する

ものとする。 

２ 市長が、補助事業の完了前に補助金を交付しなければ、補助事業者が補助事業を実

施できないと認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付するこ

とができる。 

 

 （交付の請求） 

第18条 第15条の障害者グループホーム運営費補助金交付額確定通知書の交付を受け

た補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、障害者グループホーム運営



費補助金交付請求書（第18号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定は、前条第２項により補助事業の完了前に補助金の全部又は一部の交付

を受けようとする場合について準用する。 

３ 市長は、前項の請求があった場合は、概算払いで交付するものとする。 

 

 （決定の取消し） 

第19条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の

全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

(2) 補助金の他の用途への使用をしたとき。 

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

(4) その他法令、条例、規則、設置運営要綱又はこの要綱に基づき市長が行った指

示に違反したとき。 

２ 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後において

も適用があるものとする。 

３ 市長は、第１項の規定による取消しをした場合は、当該補助事業者に対し、障害者

グループホーム運営費補助金交付決定取消通知書（第19号様式）により通知するもの

とする。 

 

 （補助金の返還） 

第20条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消

しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還

を命ずるものとする。 

２ 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額

を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、確定額を超える部分の補助

金の返還を命ずるものとする。 

 

 （加算金及び延滞金） 

第21条 補助事業者は、第19条第１項の規定による取消しにより、補助金の返還を命ぜ

られたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当

該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付

した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付

しなければならない。 

２ 補助金が２回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用につい

ては、返還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、

当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられ

た額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領した日において受領されたものと



する。 

３ 第１項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の

納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず

当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。 

４ 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納付期日までに納付しなかったと

きは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額(その一部を納付

した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年

10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。 

 

 （他の補助金等の一時停止等） 

第22条 補助金の返還を命ぜられた補助事業者が、当該補助金、加算金又は延滞金の全

部又は一部を納付しない場合、市長は、その者に対して、同種の事務又は事業につい

て交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又

は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。 

 

 （関係書類の整備） 

第23条 補助事業者は、障害者グループホーム運営費補助事業に係る経費の収入及び支

出を明らかにした書類、帳簿等並びに領収書等の書類を整備し、10年間保存しておか

なければならない。 

 

 （調査又は報告) 

第24条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助

事業者に対して、補助事業の遂行に関する状況を調査し、又は報告を徴することがで

きる。 

 

 （消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第 25条 消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、補助事業者は、

実績報告後に消費税の申告により当該補助金の消費税及び地方消費税に係る仕入控

除税額が確定した場合には、当該補助金の消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額

報告書（第 20 号様式）に、次の各号で定める書類を添えて、速やかに市長に対して

報告しなければならない。なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部

又は一支社及び一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部

又は本社及び本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部等の課

税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。 

(1) 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の計算方法や積算の内訳等を記載し

た書類（別紙１） 

(2) 課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し 



(3) 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表の写し 

(4) 障害者グループホーム運営費補助金交付額確定通知書の写し 

２ 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税仕入控除税額の

全部又は一部の返還を命ずるものとする。補助事業者は、市長の返還命令を受けて当

該仕入控除税額を返還しなければならない。 

 

 （委任） 

第26条 この要綱に定めるもののほか、障害者グループホーム運営費補助金の交付に関

し必要な事項は、健康福祉局長が定める。 

 

  附 則 

 （要綱の廃止及び制定） 

１ 横浜市障害者グループホーム設置運営費補助要綱を廃止し、横浜市障害者グループ

ホーム運営費補助要綱を制定する。 

 （施行期日） 

２ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

  



別表１（第４条第１項第１号） 

運営費補助金（指定障害者グループホーム） 

補助 

項目 

補助基準額 

(月額) 
算定方法 ※１ 補助対象経費 

建
物
借
上
補
助 

下記単価表

(1)のとおり 

１ホーム（本体住居及びサテライト型住居

を含む。）あたりの月額賃料の1/2を定員

で除した額（10円未満切捨て）と補助基準

額を比べて、少ない方の額を補助額とす

る。 

利用契約（体験利用を除

く。）がない居室（サテラ

イト型住居含む。）の賃

料 

サ
テ
ラ
イ
ト
型
住
居
に
係
る 

家
賃
補
助 

35,400円 

利用者がサテライト型住居を利用している

期間中、当該利用者のために確保してい

る本体住居の空室の「月額賃料※２」と補

助基準額のうち、少ない方の額を補助額と

する。 

当該利用者がサテライト

型住居を利用開始した

月から３年以内の本体住

居の空室の賃料 

要
介
護
支
援
費 

下記単価表

(2)のとおり 
補助基準額を補助額とする。 

障害支援区分２以上の

入居者が入居中のホー

ムにおいて、利用契約（

体験利用を除く。）がない

居室（サテライト型住居

含む。）に係る人件費 

※１ 算定の基準日は、すべて月の初日（１日）時点とする。日割計算は、行わないものとする。

ただし、余剰金が発生する場合はこの限りでない。 

※２ 月額賃料は、法人が負担すべき当該利用者のために確保している空室の賃料から、建

物借上補助を差し引いた額とする。 

  



○単価表(1) 建物借上補助（ホームの定員及び区域によって設定） 

（単位：円） 

区域 
4 人 

定員 

5 人 

定員 

6 人 

定員 

7 人 

定員 

8 人 

定員 

9 人 

定員 

10 人 

定員 

市街化区域 44,250 35,400 29,500 25,280 36,870 32,770 29,500 

市街化調整区域 ※３ 37,500 30,000 25,000 21,420 31,250 27,770 25,000 

※３ 市街化調整区域の単価は、平成 18 年度以降に設置したホームに適用する。本体住居

とサテライト型住居の区域が異なる場合は、本体住居の区域の単価を適用する。 

 

○単価表(2) 要介護支援費（ホームの定員及び体制によって設定） 

（単位：円） 

夜間支援体制 
４人 

定員 

５人 

定員 

６人 

定員 

７人 

定員 

８人 

定員 

９人 

定員 

10 人 

定員 

夜勤又は宿直体制

のあるホーム 
24,170 19,340 16,110 13,810 12,080 10,740 9,670 

緊急連絡体制のな

いホーム 
18,000 14,400 12,000 10,280 9,000 8,000 7,200 

 

  



別表２（第４条第１項第２号）  

運営費補助金（運営委員会型グループホーム） 

補助 

項目 
補助基準 

補助基準

額（円） 
算定方法 補助対象 

運営基本

費 

入居者１

人あたり

（月額） 

基本分 
次頁のと

おり 単価×月初日入居

者数 

職員雇用費、旅費、役

務費、需用費、その他

入居者の援助に要する

経費 

介助加

算 
66,000  

家賃補助 

１ホーム

あたり

（月額） 

市街化

区域の

場合 

177,000  
月額家賃または土

地貸借料の１／２

と補助基準額のう

ち、少ない方の額 

事業所における家屋賃

借料または土地貸借料 

※市街化調整区域の上

限額減額は､平成 18年

度以降設置分に限る。 

市街化

調整区

域の場

合 

150,000  

水道料金

補助 

入居者１人あたり

（月額） 
1,300  

補助基準額×月の

初日（１日）時点

の入居者数 

他地方自治体の水道料

金補助（注２）を受領

している市外入居者を

除く、本市運営基本費

及び家賃補助を受領し

ている入居者（注３） 

バックア

ップ事務

費 

１ホームあたり（月

額） 
25,000  

月の初日（１日）

時点の設置状況に

よる 

運営主体がホーム職員

を支援するための経費 

法定移行

支援準備

金 

１運営委員会あたり

（１回限り） 
100,000  補助基準額の通り 

指定障害者グループホ

ームへの移行に向けサ

ービス管理責任者研修

費用等の経費 

法定移行

事務人件

費 

１運営委員会あたり

（指定障害者グルー

プホームへの移行時

に限り） 

2,800,000  

移行時に係る代替

職員費用と補助基

準額のうち、少な

い方の額 

指定障害者グループホ

ームへの移行に係る事

務手続き等の代替職員

費用等 

体験入居

費 

１人１泊

あたり 

基本型 3,230  単価×利用泊数 

（１回は 30泊を

限度） 

体験入居のために要す

る経費 

（食費等個人負担経費

を除く） 
介助型 5,430  



注１：運営基本費、水道料金補助における算定方法内の「入居者」とは、体験入居者を

含まない。 

注２：「他地方自治体の水道料金補助」とは、当該市外入居者又は補助事業者が他地方

自治体から受領している補助金のうち、横浜市がこれらに該当すると認めたものをいう。 

注３：月額家賃及び土地賃借料の発生しないグループホームに入居している者で家賃補

助が発生しないものは「本市運営基本費及び家賃補助を受領している入居者」とみなす。 

 

○ 運営基本費 基本分 単価表（ホームの定員及び援助体制によって単価を設定） 

運営体制 

定員ごとの月額単価（円） 

４人 ５人 ６人 ７人 

平日運営 81,800  75,200  70,800  67,600  

平日運営及び夜間

宿直体制あり 
91,600  83,000  77,300  73,200  

365日運営 92,200  84,400  79,300  75,600  

365日運営及び夜間

宿直体制あり 
118,200  96,900  88,900  83,800  

 

  



別表３（第４条第２項第４号） 

行動障害判定表  

行動関連項目 

（認定調査項目） 
０点 １点 ２点 

コミュニケーショ

ン 

（３－３） 

1．日常生活に支障が

ない 

2．特定の者であれば

コミュニケーションで

きる 

3．会話以外の方法で

コミュニケーションで

きる 

 

4．独自の方法でコミ

ュニケーションでき

る 

5．コミュニケーショ

ンできない 

説明の理解 

（３－４） 
1．理解できる 2．理解できない 

3．理解できているか

判断できない 

大声・奇声を出す 

（４－７） 

1．支援が不要 

2．希に支援が必要 

3．月に 1回以上の支

援が必要 

4．週に 1回以上の支

援が必要 

5．ほぼ毎日（週 5日

以上の）支援が必要 

異食行動 

（４－16） 

1．支援が不要 

2．希に支援が必要 

3．月に 1回以上の支

援が必要 

4．週に 1回以上の支

援が必要 

5．ほぼ毎日（週 5日

以上の）支援が必要 

多動・行動の停止 

（４－19） 

1．支援が不要 

2．希に支援が必要 

3．月に 1回以上の支

援が必要 

4．週に 1回以上の支

援が必要 

5．ほぼ毎日（週 5日

以上の）支援が必要 

不安定な行動 

（４－20） 

1．支援が不要 

2．希に支援が必要 

3．月に 1回以上の支

援が必要 

4．週に 1回以上の支

援が必要 

5．ほぼ毎日（週 5日

以上の）支援が必要 

自らを傷つける行

為 

（４－21） 

1．支援が不要 

2．希に支援が必要 

3．月に 1回以上の支

援が必要 

4．週に 1回以上の支

援が必要 

5．ほぼ毎日（週 5日

以上の）支援が必要 

他人を傷つける行

為 

（４－22） 

 

1．支援が不要 

2．希に支援が必要 

3．月に 1回以上の支

援が必要 

4．週に 1回以上の支

援が必要 

5．ほぼ毎日（週 5日

以上の）支援が必要 



不適切な行為 

（４－23） 

1．支援が不要 

2．希に支援が必要 

3．月に 1回以上の支

援が必要 

4．週に 1回以上の支

援が必要 

5．ほぼ毎日（週 5日

以上の）支援が必要 

突発的な行為 

(４－24) 

1．支援が不要 

2．希に支援が必要 

3．月に 1回以上の支

援が必要 

4．週に 1回以上の支

援が必要 

5．ほぼ毎日（週 5日

以上の）支援が必要 

過食・反すう等 

（４－25） 

1．支援が不要 

2．希に支援が必要 

3．月に 1回以上の支

援が必要 

4．週に 1回以上の支

援が必要 

5．ほぼ毎日（週 5日

以上の）支援が必要 

てんかん 1．年 1回以上 2．月に 1回以上 3．週に 1回以上 

 

  



別表４（第４条第２項第４号）  

行動障害判定表  

調査項目等 ０点 １点 ２点 

本人独自の表現方法

を用いた意思表示

(6-3-イ) 

意思表示できる 時々、独自の方法 
常に独自

の方法 

意思表示

できない 

言葉以外の手段を用

いた理解説明(6-4-

ｲ) 

説明を理解でき

る 
時々、言葉以外の方法 

常に言葉

以外の方

法 

説明を理

解できな

い 

食べられないものを

口に入れる(7-ﾂ) 
ない 

時々あ

る 
ある（週に１回以上） 毎日 

多動又は行動の停止

(7-ﾅ) 
ない 

まれに 

ある 

月に１回

以上 

週に１回

以上 
ほぼ毎日 

パニックや不安定な

行動(7-ﾆ) 
ない 

まれに

ある 

月に１回

以上 

週に１回

以上 
ほぼ毎日 

自分の体を叩いたり

傷つけるなどの行為

(7-ﾇ) 

ない 
まれに

ある 

月に１回

以上 

週に１回

以上 
ほぼ毎日 

叩いたり蹴ったり器

物を壊したりなどの

行為(7-ﾈ) 

ない 
まれに

ある 

月に１回

以上 

週に１回

以上 
ほぼ毎日 

他人に抱きついた

り、断りもなくもの

を持ってくる(7-ﾉ) 

ない 
まれに

ある 

月に１回

以上 

週に１回

以上 
ほぼ毎日 

環境の変化により突

発的に通常と違う声

を出す(7-ﾊ) 

ない 
まれに

ある 

週に１回

以上 

日に１回

以上 
日に頻回 

突然走っていなくな

るような突発的行動

(7-ﾋ) 

ない 
まれに

ある 

週に１回

以上 

日に１回

以上 
日に頻回 

過食・反すうなどの

食事に関する行為

(7-ﾌ) 

ない 
まれに

ある 

月に１回

以上 

週に１回

以上 
ほぼ毎日 

てんかん発作(医師

意見書) 

年１回以上 換

算せず 
月１回以上 週に１回以上 

 



第１号様式（第４条第３項第１号）

年 月 日

（提出先）

福祉保健センター長

次のとおり、認定を依頼します。

点

ＩＱ 年 月 ～ 年 月

※

点 点

※

点 点

※

点 点

※

点 点

※

点 点

記載上の注意 1　太線内の項目について記入し、※欄は記入しないこと。

2　本人の状況欄の「行動の種類」については、要綱別表５又は別表６の行動障害認定

　基準表から該当するものを３項目以上選んで記入すること。

3「行動障害の状態」については、行動の種類に対応する障害の状態をどのような状況

　の中でどのような行動を行ったか強度、頻度等を可能な限り具体的に記入すること。

障害者グループホーム入居者行動障害認定依頼書

郵 便 番 号

所 在 地

法 人 名

役 職 及 び
代表者氏名

入居者氏名 認定依頼内容 ※認定内容

生年月日 　　　　年　月　日
運営基本費介助型

（行動障害）

点数 結果

ホーム名
該　当

入居年月日 　　　　年　月　日 期間 非該当

行　動　障　害　の　状　態
点　　数

申請 判定

障害程度

本
　
人
　
の
　
状
　
況

行動の種類



第２号様式（第４条第３項第２号）

年 月 日

印

　先に依頼のありましたグループホーム入居者について、次のとおり認定しましたので

通知します。

・

年 月

障害者グループホーム入居者行動障害認定通知書

（ 文 書 番 号 ）

様

福祉保健センター長

入居者氏名 認　　定　　結　　果

生年月日 　　　　年　 月　 日

運営基本費介助型
（行動障害）ホーム名

該　当 非該当

入居年月日 　　　　年　 月　 日
適　用　期　間

障害程度 ＩＱ ～ 年 月



第３号様式（第５条第1項）

年 月 日

（提出先） 横 浜 市 長

１ グループホームの概要

□ あり □ なし □ あり □ なし

□ 市街化区域 □ 市街化調整区域 （

年 月

年 月

２ 申請額

（経費区分ごとの内訳）

円

① 円

② 円

円

日開設　

日開設　
名

所 在 地

年度設置・移転(直近)）

名

　障害者グループホーム運営費補助金の交付を受けたいので、次のとおり申請します。なお、補助金
の交付を受けるにあたっては、横浜市補助金等の交付に関する規則（平成17年11月30日横浜市規則第
139号）及び横浜市障害者グループホーム運営費補助要綱を遵守します。

定員

定員

夜間

名称

名称

開設

サテライト
型住居②

サテライト
型住居①

名

障害者グループホーム運営費補助金

本体住居

定員合計

体制 土日
名定員

区域

役 職 及 び
代表者氏名

法 人 名

名称

郵 便 番 号

交付申請書

担 当 者

連 絡 先

書 類 送 付 先

（〒　　-　　）

申請額 円

開設

経費区分 申請額

建物借上補助

申請理由

サテライト型住居
に係る補助

要介護支援費



３ 補助対象月ごとの内訳
(1)　建物借上補助

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

(2)　サテライト型住居①に係る補助

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

3月

計

1月

2月

11月

12月

9月

10月

7月

8月

5月

6月

月 申請額 内訳

4月

計

1月

2月

9月

10月

3月

月 申請額 内訳

4月

7月

8月

5月

6月

11月

12月



(3)　サテライト型住居②に係る補助

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

(4)　要介護支援費

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

４ 添付書類

3月

計

1月

2月

11月

12月

9月

10月

7月

8月

5月

6月

月 申請額 内訳

4月

5月

6月

7月

8月

　(1)　障害者グループホーム運営費補助金交付申請書総括表（第４号様式）
　　　（複数の障害者グループホームについて申請する場合に限る。）
　(2)　運営計画書（第５号様式）（サテライト型住居は、運営計画書（サテライト）
　　　（第５号様式の２））
　(3)　収支予算書（第６号様式）
　(4)　直近の決算書及び財産目録その他税務申告書一式
　(5)　建物の賃貸借契約書の写し（建物借上補助を申請する場合に限る。）
　(6)　その他市長が必要と認める書類

月 申請額 内訳

4月

9月

10月

11月

3月

計

12月

1月

2月



第４号様式（第５条第２項第１号）
年 月 日

（提出先） 横 浜 市 長

１ 申請額合計

２ 申請額内訳 

ホーム名 申請額
円
円
円
円

障害者グループホーム運営費補助金
交付申請書総括表

円

郵 便 番 号

代表者氏名

（〒　　-　　）

　　障害者グループホーム運営費補助金の交付を受けたいので、次のとおり申請します。
なお、補助金の交付を受けるにあたっては、横浜市補助金等の交付に関する規則（平成17
年11月30日横浜市規則第139号）及び横浜市障害者グループホーム運営費補助要綱を遵守し
ます。

担 当 者
連 絡 先
書 類 送 付 先

役 職 及 び

所 在 地

法 人 名



第５号様式（第５条第２項第２号）

　　
人

円

□ □ □ □

□ □ □ ※２

□ □ □ その他

級

級

級

級

級

級

級

級

級

級

級

級

級

級

級

級

級

級

級

級

運営計画書

名称 定員

所在地 建物借上費 ※１

（　　　）

消防設備（該当設備を選択）
（　　　　　　　）

入居(予定)者氏名 受給者証番号

障害者手帳

入居者の家賃
※３

援護の実施機関 入居（予定）日

一戸建て アパート マンション その他

生年月日 障害支援区分 日中活動先
横浜市外からの補助

退去（予定）日(ある場合「市外」と記入)

※４

建物形態（いずれかを選択）

自動火災報知設備 誘導灯 スプリンクラー

火災通報装置 消火器

年 月 日

月 日

身障手帳 
退

円 入 年
愛の手帳
(療育手帳)

②

愛の手帳
(療育手帳)

精神手帳 

①

精神手帳 

身障手帳 
退

円 入

年 月 日

月 日年

年 月 日

月 日

身障手帳 
退

円 入 年
愛の手帳
(療育手帳)

④

愛の手帳
(療育手帳)

精神手帳 

③

精神手帳 

身障手帳 
退

円 入

年 月 日

月 日年

退

円 入 年
愛の手帳
(療育手帳)

⑤

精神手帳 
年 月 日

月 日

身障手帳 

⑥

愛の手帳
(療育手帳) 円 入 年 月 日

身障手帳 
退 年 月 日

精神手帳 

⑦

愛の手帳
(療育手帳) 円 入 年 月 日

身障手帳 
退 年 月 日

精神手帳 

⑧

愛の手帳
(療育手帳) 円 入 年 月 日

身障手帳 
退 年 月 日

精神手帳 

⑨

愛の手帳
(療育手帳) 円 入 年 月 日

身障手帳 
退 年 月 日

精神手帳 

⑩

愛の手帳
(療育手帳) 円 入 年 月 日

身障手帳 
退 年 月 日

精神手帳 



合計額
（年額）

0

0

0

0

雇用状況及び計画　※５　（単位：円）

職種

世話人

世話人

生活支援員

氏名
給与

（月額）
保険料※６
給与月額分

賞与
（年額）

保険料※６
賞与年額分

連携内容

備考

※１：建物借上費とは、法人がグループホームの建物の貸主に支払う月額家賃。

※６：保険料とは、法人が負担する社会保険料等。

※５：要介護支援費を申請する場合に記入。行が足りない場合は、行を追加して記入。

月数
(月)

生活支援員

※３：入居（予定）者の家賃額は、法人負担の月額家賃から、建物借上加算（１ホーム分）及び
　　　運営費補助金（建物借上補助）を差し引き、定員数で除した額より大きい場合は備考欄又は
　　　別紙に算定根拠を記すこと。
※４：横浜市以外の地方自治体から補助金（特定障害者特別給付費を除く。）を受けている場合、
　　　「市外」と記入。

※２：スプリンクラーは、区分４以上の入居者が定員の８割を超えた場合、必置。

バック
アップ
施設

名称 法人等名

所在地 施設種別



第５号様式の２（第５条第２項第２号）

　　
人

円

分

□ 一戸建て □アパート □ マンション □ その他 （ ）

□ 自動火災報知設備 □ 誘導灯 □ スプリンクラー

□ 火災通報装置 □ 消火器 □ その他 （ ）

級

級

□ 自宅

□ グループホーム名称 （ ）

□ その他 （ ）

運営計画書（サテライト）　　※１

名称 定員

本体住居からの距離・時間 メートル

所在地 建物借上費　※２

建物形態（いずれかを選択）

消防設備（該当設備を選択）

入居(予定)者氏名 受給者証番号

障害者手帳

入居者の家賃
※３

援護の実施機関 入居（予定）日

生年月日 障害支援区分 日中活動先
横浜市外からの補助

退去（予定）日(ある場合「市外」と記入)

※４

月愛の手帳
(療育手帳)

円

精神手帳 

日

身障手帳 
退

入 年

年 月 日

①
入居（予定）者のサテライト
型住居入居前の居住地
※５

住所：

※１：この様式は、入居者１名ごとに作成すること。

②
利用者の単身生活への意欲及
び生活状況

③
単身生活に向けた課題及び課
題解決に向けた支援方針等
※６

④
本体グループホームからの支
援の内容（食事提供・巡回頻
度など）

備考

※２：建物借上費とは、法人がグループホームの建物の貸主に支払う月額家賃。

※３：入居（予定）者の家賃額は、法人負担の月額家賃から、建物借上加算（１ホーム分）及び
　　　運営費補助金（建物借上補助）を差し引き、定員数で除した額より大きい場合は備考欄又は
　　　別紙に算定根拠を記すこと。

※５：①「居住地」は、設置運営要綱第７条第２項に基づき記載すること。

※６：③「支援方針」は、生活支援や余暇支援等を中心に記載すること。加えて、金銭管理や服薬
　　　管理が必要な者の場合、自己管理を行えるようにするための支援等について記載すること。
　　　また、必要に応じて日中活動先等との連携についても触れること。

※４：横浜市以外の地方自治体から補助金（特定障害者特別給付費を除く。）を受けている場合、
　　　「市外」と記入。



第６号様式（第５条第２項第３号）

当事業所（決算区分がホームごとの場合は、当ホーム）の収支予算は、下表のとおりです。

１　収入

合計 円 円

必要に応じて行を追加又は削除してください。申請する年度の収入を記入してください。

借入れ

借入先：

その他

利用者負担金

家賃

水道光熱費

日用品費

食材料費

その他（　　　　　　　　）

補助金等（補助金、交付金、助成金等）

運営費補助金
（この要綱に基づく補助金）

（単位：円）

項目 金額
左記金額のうち
この要綱に基づ

く補助金額
説明

国の補助金等（給付費以外）

県の補助金等（給付費以外）

市の加算（助成費） サービス管理費等

上記以外の補助金

法人名

事業所名

グループホーム名

収支予算書

給付費

訓練等給付費



２　支出

合計 円 円

必要に応じて行を追加又は削除してください。申請する年度の支出を記入してください。

食材料費

その他

水道光熱費

日用品費

返済

固定資産取得費

人件費

職員の賃金

退職積立金等

その他厚生費

家賃

本体住居

サテライト型住居

（単位：円）

項目 金額
この要綱に

基づく補助金を
充当する額

説明



第７号様式（第６条第１項）

第　　　　号
年 月 日

（法人名）
（代表者名）

印

１　交付決定の内容
　(1)　交付決定額

　(2)　交付予定時期

２　対象グループホーム

３　交付条件

担　当
連絡先

(1)　補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに、市長に報告し、その指示
　 を受けてください。
(2)　当該申請以前に第６条第１項に基づく補助金の交付決定を受けたことがある
   場合は、補助金の交付の決定に係る市の会計年度が終了していないときを除き、
　 の補助事業に係る第14条第１項の報告を完了してください。
(3)　補助事業を中止又は廃止する場合においては、あらかじめ市長の承認を受け
   てください。
(4)　やむを得ず事業に変更を生じたときには、市長の承認を得てください。
(5)　市の会計年度が終了したとき又は補助事業が完了したときは、直ちに実績報
　 告書を提出してください。
(6)　横浜市障害者グループホーム運営費補助要綱第18条第２項の交付の請求をす
　 る場合は、この通知書の写しを添付してください。
(7)　補助金は障害者グループホーム運営費補助事業のために使用し、他の事業に
　 使用しないでください。
(8)　剰余金が生じたときは、その残金を速やかに返還してください。
(9)　横浜市障害者グループホーム運営費補助要綱第19条第１項各号のいずれかに
　 該当するときは、補助金の全額又は一部を返還していただきます。
(10)　障害者グループホーム運営費補助事業に関して収支を明らかにした帳簿を
　  備え、当該収支についての証拠書類は事業完了後10年間保存してください。
　　なお、それらについて調査を行うことがあります。
(11)　その他、横浜市補助金等の交付に関する規則、横浜市障害者グループホー
    ム運営費補助要綱の定めに従ってください。

横浜市長

障害者グループホーム運営費補助金
交付決定通知書

　　年　　月　　日に申請のありました　　　　年度障害者グループホーム運営費補助
金については、次の条件をつけて交付します。



第８号様式（第６条第３項）

第　　　　号

年 月 日

（法人名）

（代表者名）

印

１　申請額

２　対象グループホーム

３　不交付の理由

担　当

連絡先

　　年　　月　　日に申請のありました　　　年度障害者グループホーム運営費補助金につ
いては、次の理由により、交付しないことと決定しましたので通知します。

障害者グループホーム運営費補助金
不交付決定通知書

横浜市長



第９号様式（第８条）
年 月 日

（提出先） 横 浜 市 長

１ グループホームの概要

□ あり □ なし □ あり □ なし

□ 市街化区域 □ 市街化調整区域 （

年 月

年 月

２

　（内訳） 

円 円

① 円 円

② 円 円

円 円

変更承認申請額（変更承認を申請する補助金の総額。既交付決定額を含む。）

障害者グループホーム運営費補助金
交付額変更承認申請書

郵 便 番 号

所 在 地

法 人 名

役 職 及 び
代表者氏名

定員合計 名
＊変更後の状態で記入してください。

（〒　　-　　）

担 当 者
連 絡 先
書 類 送 付 先

名

年度設置・移転(直近)）

定　員 名

定　員

　障害者グループホーム運営費補助金の交付を受けたいので、次のとおり申請します。
なお、補助金の交付を受けるにあたっては、横浜市補助金等の交付に関する規則（平成17年
11月30日横浜市規則第139号）及び横浜市障害者グループホーム運営費補助要綱を遵守しま
す。

サテライト
型住居②

名　称

体　制 土日 夜間

日開設　

本体住居

名　称

区　域

サテライト
型住居①

名　称

定　員 名
開　設

開　設

既交付決定額

建物借上補助

日開設　

変更承認申請額 円

変更内容

要介護支援費

サテライト型住居
に係る補助

経費区分 変更承認申請額



３ 補助対象月ごとの内訳

(1)　建物借上補助

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

(2)　サテライト型住居①に係る補助

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

3月

計

12月

1月

2月

9月

10月

11月

6月

7月

8月

月 変更承認申請額

4月

5月

既交付決定額 内訳

3月

計

1月

2月

11月

12月

9月

10月

7月

8月

5月

6月

変更承認申請額 既交付決定額 内訳

4月

月



(3)　サテライト型住居②に係る補助

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

(4)　要介護支援費

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

４ 添付書類

2月

3月

計

11月

12月

1月

8月

9月

10月

5月

6月

7月

計

月 変更承認申請額

4月

既交付決定額 内訳

1月

2月

3月

10月

11月

12月

7月

8月

9月

4月

5月

6月

月 変更承認申請額 既交付決定額 内訳

　(1)　障害者グループホーム運営費補助金交付申請書総括表（第４号様式）
　　　（複数の障害者グループホームについて申請する場合に限る。）
　(2)　運営計画書（第５号様式）（サテライト型住居は、運営計画書（サテライト）
　　　（第５号様式の２））
　(3)　収支予算書（第６号様式）
　(4)　直近の決算書及び財産目録その他税務申告書一式
　(5)　建物の賃貸借契約書の写し（建物借上補助を申請する場合に限る。）
　(6)　その他市長が必要と認める書類



第10号様式（第９条第１項）

第　　　　号

年 月 日

（法人名）

（代表者名）

印

１　変更を承認した内容
  (1)  交付決定額

  (2)  交付予定時期

２　対象グループホーム

３　交付条件

担　当

連絡先

(1)　補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに、市長に報告し、その指示
　 を受けてください。
(2)　補助事業を中止又は廃止する場合においては、あらかじめ市長の承認を受け
   てください。
(3)　やむを得ず事業に変更を生じたときには、市長の承認を得てください。
(4)　市の会計年度が終了したとき又は補助事業が完了したときは、直ちに実績報
　 告書を提出してください。
(5)　横浜市障害者グループホーム運営費補助要綱第18条第２項の交付の請求をす
　 る場合は、この通知書の写しを添付してください。
(6)　補助金は障害者グループホーム運営費補助事業のために使用し、他の事業に
　 使用しないでください。
(7)　剰余金が生じたときは、その残金を速やかに返還してください。
(8)　横浜市障害者グループホーム運営費補助要綱第19条第１項各号のいずれかに
　 該当するときは、補助金の全額又は一部を返還していただきます。
(9)　障害者グループホーム運営費補助事業に関して収支を明らかにした帳簿を備
　 え、当該収支についての証拠書類は事業完了後10年間保存してください。
   なお、それらについて調査を行うことがあります。
(10)　その他、横浜市補助金等の交付に関する規則、横浜市障害者グループホーム
　 運営費補助要綱の定めに従ってください。

　　年　　月　　日付　　第　　号で交付決定した　　年度障害者グループホーム運営費補
助金について、次のとおり交付額を変更しましたので、通知します。

横浜市長

障害者グループホーム運営費補助金
交付額変更承認通知書



第11号様式（第９条第３項）

第　　　　号
年 月 日

（法人名）
（代表者名）

印

１　変更承認申請額

２　対象グループホーム

３　不承認の理由

担　当
連絡先

　　年　　月　　日に変更の申請がありました　　年度障害者グループホーム運営費補
助金については、次の理由により、変更を承認しないことと決定しましたので、通知し
ます。

横浜市長

交付額変更不承認通知書
障害者グループホーム運営費補助金



第12号様式（第10条）
年 月 日

（提出先） 横 浜 市 長

１　交付決定の内容
　(1)　交付決定額

　(2)　交付予定時期

２　対象グループホーム

３　取り下げる理由

４　添付書類
障害者グループホーム運営費補助金交付決定通知書の写し

障害者グループホーム運営費補助金
交付申請取下げ書

役 職 及 び
代表者氏名

郵 便 番 号

所 在 地

法 人 名

　　　年　　月　　日付　　　第　　号で交付決定を受けた　　年度障害者グループ
ホーム運営費補助金の申請を取り下げます。

担 当 者
連 絡 先
書 類 送 付 先
（〒　　-　　）



第13号様式（第14条第１項）

年 月 日

（提出先） 横 浜 市 長

１ グループホームの概要

□ □ □ □

□ □ （

年 月

年 月

２

（執行額の内訳） 

円 円 円

① 円 円 円

② 円 円 円

円 円 円

※返還が発生する場合は、その理由を記載してください。

要介護支援費

担 当 者

連 絡 先

書 類 送 付 先
（〒　　-　　）

既交付決定額、執行額及び精算額

精算額 円

執行額 円

既交付決定額 円

経 費 区 分
既交付決定額

（Ａ）
執行額
（Ｂ）

　　　年度障害者グループホーム運営費補助事業について、関係書類を添えて次のとおり報告
します。

実績報告書

郵 便 番 号

所 在 地

法 人 名

役 職 及 び
代表者氏名

障害者グループホーム運営費補助金

定員合計 名

本体住居

名　称
定　員 名

体　制 土日 夜間

区　域 年度設置・移転(直近)）市街化調整区域市街化区域

あり なし あり なし

サテライト
型住居①

名　称
定　員 名

開　設 日開設　

サテライト
型住居②

名　称
定　員 名

開　設 日開設　

精算額
（Ａ－Ｂ）

返還理由※

建物借上補助

サテライト型住居
に係る補助



３ 補助対象月ごとの内訳

(1)　建物借上補助

円 年 月 日 円 円

円 年 月 日 円 円

円 年 月 日 円 円

円 年 月 日 円 円

円 年 月 日 円 円

円 年 月 日 円 円

円 年 月 日 円 円

円 年 月 日 円 円

円 年 月 日 円 円

円 年 月 日 円 円

円 年 月 日 円 円

円 年 月 日 円 円

円 年 月 日 円 円

円 円 円

(2)　サテライト型住居①に係る補助

円 年 月 日 円 円

円 年 月 日 円 円

円 年 月 日 円 円

円 年 月 日 円 円

円 年 月 日 円 円

円 年 月 日 円 円

円 年 月 日 円 円

円 年 月 日 円 円

円 年 月 日 円 円

円 年 月 日 円 円

円 年 月 日 円 円

円 年 月 日 円 円

円 年 月 日 円 円

円 円 円

3月

追加

計

月 既交付決定額

4月

5月

受領年月日 執行額 精算額

12月

1月

2月

9月

10月

11月

7月

5月

8月

4月

6月

月 既交付決定額 受領年月日 執行額 精算額

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

追加

計



(3)　サテライト型住居②に係る補助

円 年 月 日 円 円

円 年 月 日 円 円

円 年 月 日 円 円

円 年 月 日 円 円

円 年 月 日 円 円

円 年 月 日 円 円

円 年 月 日 円 円

円 年 月 日 円 円

円 年 月 日 円 円

円 年 月 日 円 円

円 年 月 日 円 円

円 年 月 日 円 円

円 年 月 日 円 円

円 円 円

(4)　要介護支援費

円 年 月 日 円 円

円 年 月 日 円 円

円 年 月 日 円 円

円 年 月 日 円 円

円 年 月 日 円 円

円 年 月 日 円 円

円 年 月 日 円 円

円 年 月 日 円 円

円 年 月 日 円 円

円 年 月 日 円 円

円 年 月 日 円 円

円 年 月 日 円 円

円 年 月 日 円 円

円 円 円

月 既交付決定額 受領年月日 執行額 精算額

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

追加

月 既交付決定額

4月

受領年月日 執行額 精算額

計

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

計

2月

3月

追加



４　添付書類

(1) 障害者グループホーム運営費補助金実績報告書総括表（第14号様式）
　　（複数の障害者グループホームについて報告する場合に限る。）
(2) 運営状況報告書（第15号様式）
　 （サテライト型住居は、運営状況報告書（サテライト）（第15号様式の２））
(3) 収支決算書（第16号様式）
(4) 当該収支計算に係る支出を証する書類その他証憑書類（人件費を証する書類は、
　　賃金台帳の写し又はこれに類するものとする。）
(5) この要綱に基づく補助金以外の補助金等（補助金、助成金及び交付金をいう。）
　　の交付を受けている場合は、当該補助金等の決定通知書など交付額及び交付内
　　容がわかる書類
(6) 合計残高試算表その他これに類するもの
(7) 障害者グループホーム運営費補助金交付決定通知書の写し
(8) 障害者グループホーム運営費補助金交付額変更承認通知書の写し（第９条第１項
    の障害者グループホーム運営費補助金交付額変更承認通知書の交付を受けた場合
    に限る。）
(9) その他市長が必要と認める書類



第14号様式 （第14条第２項第１号）
年 月 日

（提出先） 横 浜 市 長

１

２ 内訳
ホーム名 既交付決定額 執行額 精算額

円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円

障害者グループホーム運営費補助金

担 当 者

　実績報告書総括表

既交付決定額、執行額及び精算額

既交付決定額 円

執行額 円

精算額 円

　　　年度障害者グループホーム運営費補助事業について、関係書類を添えて次のとおり報
告します。

所 在 地

法 人 名

役 職 及 び

郵 便 番 号

連 絡 先
書 類 送 付 先
（〒　　-　　）

代表者氏名



第15号様式（第14条第２項第２号）

　　
人

円

□ □ □ □

□ 自動火災報知設備 □ 誘導灯 □ スプリンクラー ※２

□ 火災通報装置 □ 消火器 □ その他

級

級

級

級

級

級

級

級

級

級

級

級

級

級

級

級

級

級

級

級

運営状況報告書

名称 定員

所在地 建物借上費 ※１

建物形態（いずれかを選択） 一戸建て アパート マンション その他 （　　　）

消防設備（該当設備を選択）
（　　　　　　　）

入居(予定)者氏名 受給者証番号

障害者手帳

入居者の家賃
※３

援護の実施機関 入居（予定）日

生年月日 障害支援区分 日中活動先
横浜市外からの補助

退去（予定）日(ある場合「市外」と記入)

※４

①

愛の手帳
(療育手帳) 円 入 年 月 日

身障手帳 
退 年 月 日

精神手帳 

②

愛の手帳
(療育手帳) 円 入 年 月 日

身障手帳 
退 年 月 日

精神手帳 

③

愛の手帳
(療育手帳) 円 入 年 月 日

身障手帳 
退 年 月 日

精神手帳 

④

愛の手帳
(療育手帳) 円 入 年 月 日

身障手帳 
退 年 月 日

精神手帳 

⑤

愛の手帳
(療育手帳) 円 入 年 月 日

身障手帳 
退 年 月 日

精神手帳 

⑥

愛の手帳
(療育手帳) 円 入 年 月 日

身障手帳 
退 年 月 日

精神手帳 

⑦

愛の手帳
(療育手帳) 円 入 年 月 日

身障手帳 
退 年 月 日

精神手帳 

⑧

愛の手帳
(療育手帳) 円 入 年 月 日

身障手帳 
退 年 月 日

精神手帳 

⑨

愛の手帳
(療育手帳) 円 入 年 月 日

身障手帳 
退 年 月 日

精神手帳 

⑩

愛の手帳
(療育手帳) 円 入 年 月 日

身障手帳 
退 年 月 日

精神手帳 



雇用状況及び計画　※５　（単位：円）

職種 氏名
月数
(月)

給与
（月額）

保険料※６
給与月額分

賞与
（年額）

保険料※６
賞与年額分

合計額
（年額）

世話人 0

世話人 0

生活支援員 0

生活支援員 0

備考

※１：建物借上費とは、法人がグループホームの建物の貸主に支払う月額家賃。
※２：スプリンクラーは、区分４以上の入居者が定員の８割を超えた場合、必置。
※３：入居（予定）者の家賃額は、法人負担の月額家賃から、建物借上加算（１ホーム分）及び
　　　運営費補助金（建物借上補助）を差し引き、定員数で除した額より大きい場合は備考欄又は
　　　別紙に算定根拠を記すこと。
※４：横浜市以外の地方自治体から補助金（特定障害者特別給付費を除く。）を受けている場合、
　　　「市外」と記入。
※５：要介護支援費を申請する場合に記入。行が足りない場合は、行を追加して記入。

※６：保険料とは、法人が負担する社会保険料等。

バック
アップ
施設

名称 法人等名

所在地 施設種別

連携内容



第15号様式の２（第14条第２項第２号）

　　
人

円

分

□ 一戸建て □アパート □ マンション □ その他 （ ）

□ 自動火災報知設備 □ 誘導灯 □ スプリンクラー

□ 火災通報装置 □ 消火器 □ その他 （ ）

級

級

□ 自宅

□ グループホーム名称 （ ）

□ その他 （ ）

所在地 建物借上費　※２

本体住居からの距離・時間 メートル

運営状況報告書（サテライト）　　※１

名称 定員

建物形態（いずれかを選択）

消防設備（該当設備を選択）

入居（予定）日入居(予定)者氏名 受給者証番号

生年月日 障害支援区分 日中活動先
横浜市外からの補助

退去（予定）日(ある場合「市外」と記入)

※４

障害者手帳

入居者の家賃
※３

援護の実施機関

愛の手帳
(療育手帳)

円 入 年 月 日

身障手帳 
退 年 月 日

精神手帳 

①
入居（予定）者のサテライト
型住居入居前の居住地
※５

住所：

②
利用者の単身生活への意欲及
び生活状況

③
単身生活に向けた課題及び課
題解決に向けた支援方針等
※６

④
本体グループホームからの支
援の内容（食事提供・巡回頻
度など）

備考

※６：③「支援方針」は、生活支援や余暇支援等を中心に記載すること。加えて、金銭管理や服薬管理
が必要な者の場合、自己管理を行えるようにするための支援等について記載すること。また、必要に応
じて日中活動先等との連携についても触れること。

※１：この様式は、入居者１名ごとに作成すること。

※２：建物借上費とは、法人がグループホームの建物の貸主に支払う月額家賃。

※３：入居（予定）者の家賃額は、法人負担の月額家賃から、建物借上加算（１ホーム分）及び運営費
補助金（建物借上補助）を差し引き、定員数で除した額より大きい場合は備考欄又は別紙に算定根拠を
記すこと。

※４：横浜市以外の地方自治体から補助金（特定障害者特別給付費を除く。）を受けている場合、「市
外」と記入。

※５：①「居住地」は、設置運営要綱第７条第２項に基づき記載すること。



第16号様式（第14条第２項第３号）

当事業所（決算区分がホームごとの場合は、当ホーム）の収支決算は、下表のとおりです。

１　収入

必要に応じて行を追加又は削除してください。報告する年度の収入を記入してください。

合計 円 円

借入れ

借入先：

その他

利用者負担金

家賃

水道光熱費

日用品費

食材料費

その他（　　　　　　　　）

給付費

訓練等給付費

補助金等（補助金、交付金、助成金等）

運営費補助金
（この要綱に基づく補助金）

国の補助金等（給付費以外）

県の補助金等（給付費以外）

収支決算書

項目 金額（円）

左記金額のう
ち、この要綱に
基づく補助金額 説明

法人名

事業所名

グループホーム名

市の加算（助成費） サービス管理費等

上記以外の補助金



２　支出

必要に応じて行を追加又は削除してください。報告する年度の収入を記入してください。

合計 円 円

その他

本体住居

サテライト型住居

職員の賃金

人件費

返済

固定資産取得費

家賃

日用品費

食材料費

退職積立金等

その他厚生費

項目 金額（円）
この要綱に

基づく補助金
を充当した額

説明

水道光熱費



第17号様式（第15条）

第　　　　号

年 月 日

（法人名）

（代表者名）

印

１　確定額等

　(1)  交付確定額

  (2)  既交付決定額

  (3)  返還額

２　対象グループホーム

担　当

連絡先

(1)　横浜市障害者グループホーム運営費補助要綱第18条第１項の交付の請求を
   する場合は、この通知書の写しを添付してください。
(2)　補助金は障害者グループホーム運営費補助事業のために使用し、他の事業
   に使用しないでください。
(3)　剰余金が生じたときは、その残金を速やかに返還してください。
(4)　横浜市障害者グループホーム運営費補助要綱第19条第１項各号のいずれか
   に該当するときは、補助金の全額又は一部を返還していただきます。
(5)　障害者グループホーム運営費補助事業に関して収支を明らかにした帳簿を
   備え、当該収支についての証拠書類は事業完了後10年間保存してください。
   なお、それらについて調査を行うことがあります。
(6)　その他、横浜市補助金等の交付に関する規則、横浜市障害者グループホー
   ム運営費補助要綱の定めに従ってください。

障害者グループホーム運営費補助金
　交付額確定通知書

　　年　　月　　日に実績報告の提出のありました　　年度障害者グループホーム運営費補助
金については、次のとおりその額を確定しましたので通知します。

３　交付条件

横浜市長



第18号様式（第18条第１項）

請求書番号

年 月 日

（提出先）

横　浜　市　長

￥ .-

ただし、　　　年度　　月分として、上記の金額を請求します。

-

（留意事項）請求委任や受領委任を行う場合は、請求書の押印を省略できません。

担　当

連絡先

交付請求書

業者コード

郵便番号

所 在 地

障害者グループホーム運営費補助金

法 人 名

役職及び
代表者氏名

振
　
込
　
先

金融機関名 銀行

口 座 番 号
普 通

当 座

フリガナ
口座名義人

支店



第19号様式（第19条第３項）

第　　　　号

年 月 日

（法人名）

（代表者名）

横浜市長 印

１　既交付（決定・確定）額

２　取消後の交付（決定・確定）額

３　対象グループホーム

４　取消しの理由

担　当

連絡先

　　年　　月　　日付　　第　　号　　年度障害者グループホーム運営費補助金の
交付（決定・額確定）について、次の理由により、（全部・一部）を取り消しまし
たので、通知します。

障害者グループホーム運営費補助金
交付決定取消通知書



第20号様式（第25条第１項）

年 月 日
  （提出先）横　浜　市　長　

（報告者）

１　補助金の名称 年度

２　横浜市から交付された補助金の額の確定額

金 円

３　消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額

金 円

４　補助金の額の確定までに減額した仕入控除税額

金 円

５　補助金返還額（３から４の額を差し引いた額）

金 円

６　添付資料

(1)　消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の計算方法や積算の内訳等を記載した

書類（別紙１）

(2)　課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し

(3)　課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表の写し

(4)　障害者グループホーム運営費補助金交付額確定通知書の写し

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書

　　年　月　日付　　第　　号により交付額確定のあった下記補助金に係る消費税及び地方消
費税に係る仕入控除税額について、次のとおり報告します。

担 当 者

連 絡 先

書 類 送 付 先

障害者グループホーム運営費補助金

（〒　　-　　）

役 職 及 び
代表者氏名

障害者グループホーム運営費補助金に係る

郵 便 番 号

所 在 地

法 人 名



第20号様式　別紙１（仕入控除税額がない場合）

１　補助事業名

２　法人名

３　法人所在地

４　役職及び代表者氏名

５　当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額がない理由

仕入控除税額の計算方法や積算の内訳等を記載した書類
消費税及び地方消費税に係る

障害者グループホーム運営費補助事業



第20号様式　別紙１（仕入控除税額がある場合）

消費税及び地方消費税に係る
仕入控除税額の計算方法や積算の内訳等を記載した書類

１　補助事業名

２　法人名

３　法人所在地

４　役職及び代表者氏名

５　補助金確定額 金 円

６　当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額 金 円

７　６の計算方法や積算の内訳

(1)　補助対象経費(補助金の使途)の内訳

(2)　課税売上割合　 ％

(3)　補助金に係る仕入控除税額の計算方法

障害者グループホーム運営費補助事業

区分 課税仕入 非課税仕入 合計課税売上
対応分

非課税売上
対応分

共通
対応分

0
0 0
0

0
0 0
0

0 0 0 0

経
費
の
内
訳

計 0 0

0
0 0
0
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